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社会運動における多文化共生理念の展開

アメラジア ンス クール を事例 として

比 嘉 康 則

【要 旨】

いわゆるニューカマーの増加 ・定住化の傾向に伴い,現 在,既 存の諸システムの問い直しが進められている.そ

して,そ の問い直しのなかで鍵概念のひとつとなっているのが,多 文化共生である.し かし,多 文化共生 という理

念は,既 存の社会構造の再生産を支持するものにも転 じうる.そ こで本稿では,社 会運動 としてのアメラジアンス

クールを事例として,多 文化共生 という理念がどのように展開し,政 治的なコンテクストのうえでどのように受容

されてきたかを分析 し,多 文化共生理念をめぐる複雑化する現状の読解を試みた.分 析の結果明らかになったのは,

まず,多 文化共生理念はわが子を被害者に位置づけることを忌避する親の感情 と親和的である可能性である.ま た,

多文化共生理念は支配的な公共性に変化を与えるだけの影響力を現在のところ有 していないことである.そ のため,

結果的に既存の社会構造の再生産に順接的に機能 してしまう可能性があるが,し か し同時に,多 文化共生理念を実

践面でより豊饒化させよう「という人びとのつなが りや創造性が,境 界を超えるかたちで新たに生起している.

1.は じめに

1970年 代 以降のいわゆるニューカマー と呼ばれる新来外国人の増加 と定住化の傾向に伴い,現 在,政 治 ・

労働 ・医療 ・教育 といったさまざまな領域において,既 存のシステムの問い直 しが進め られている.そ の

際,問 い直 しのキー ・タームのひとつ となっているのが多文化共生である.こ の多文化共生 という理念が

意味するところは一様ではないが,ひ とまず字義通 りに捉えるならば,多 様 な文化的背景 を有 した人び と

が共に生 きる社会の構築をめざす文脈で用い られているといってよいだろう.こ の とき,多 文化共生理念

は,マ イノリティの権利保障や承認 を求める議論のなかで積極的に用いられて きたのであ り,不 公正な社

会構造の是正を求める文脈の上に乗せ られてきた.

しか し,多 文化共生という理念は,上 述の もの とは別の文脈のなかで用いられることもある.た とえば,

多 文化 に対する寛容 は,国 家による新たな差異の管理の方針で もあるとする議論がある.モ ーリス=ス ズ

キ(2002)は,多 様 な文化を受け入れていこうとい う志向性は政治や行政の領域ではすでに明白であると

した上で,し か し,そ の公的な受け入れ過程では,さ まざまな文化のなかか ら特定の文化のみを選出す る

フィルターが機能 していると指摘する.つ ま り,審 美的であること,管 理可能な形態であること,既 存の

制度 の構造的改変を迫 らないこと,日 本への忠誠心 を明示 していること,と いった条件にかなう文化のみ

が,公 的に寛容 を示 される対 象 となっているというのである.文 化の多様性へ の寛容 さが公的 に表明 され

るなかで,実 際 には,既 存の社会構造 を揺 るがさないような形で諸文化の間の境界線が引 き直 されている.

モ ーリス=ス ズキは文化的多様性 をめ ぐるこのような状況 を,「 コスメティック ・マルチ カルチュラリズ

ム」と呼んだ(モ ー リス=ス ズキ2002,152-156頁).そ こで指摘 されているのは,既 存の社会構造 を維持

するプロセスが,支 配的文化 による従属的文化の一方的な抑圧や排除だけではな く,差 異 を包摂す る動 き

としても進め られているという新 たな政治状況である(米 山2003,5頁).

先 述 のように,多 文化共生 という理念は,社 会的不平等の是正 をめざす議論 のなかで積極的 に用い られ

て きた.し か し,上 の指摘をふまえるならば,多 文化共生理念を用いた言説生産に多様 なアクターが参入

するなかで,同 理念 には幾重 もの意味や意図が折 り重ね られている点 に注意 を向けなければならないだろ

う.そ うであるとするならば,多 文化共生理念をめ ぐる現状は,そ れが用い られている個々の文脈 を丹念

に読み解いてい く作業によって検討 される必要がある.

そ こで本稿では,多 文化共生 とい う理念 を用 いるアクターのうち,社 会運動 に焦点をあてた分析を行 う.
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具体的な対象 となるのは,沖 縄県宜野湾市 にあるアメラジア ンスクール ・イ ン ・オキナワ(AmerAsian

SchoolinOkinawa.以 下,AASO)で あ る.

AASOは,ア メラジアン(ア メリカ人とアジア人の問に生 まれた人)を 主な対象にしている民間の教育施

設であるω.ア メラジアンがアメリカと日本の狭間に立つ者であることを考慮 して,そ こでは日本語 と英

語,日 本文化 とアメリカ文化のどちらも教え,ダ ブル ・アイデンティティを育むことをめざした 「ダブル

の教育」が行 われている.在 籍 している子 どもたちは,日 本の教育制度で言 えば幼稚園児か ら中学生 まで

の約70人 である(2006年11月 現 在).

その ような教育施設 としての側面を もつAASOは,国 政や地方行政を相手取った社会運動 も展開 して き

た.そ の運動 の要求 を一言であ らわすならば,ア メラジアンの教育権保障,で ある.2003年 以 降,AASO

は,宜 野湾市 によって設立された人材育成交流セ ンターの一部 をその校舎 としているが,こ れは,国 政や

地方行政 を相手取 った公的財政支援を求める運動の訴えの結果,宜 野湾市によって設立 された ものである.

このように,AASOは 運動 をとお して経済的 ・物理的 ・人的資源を動員 し,ア メラジアンの教育権保障のた

めの環境整備を実現 してきた.AASOの 運動は,一 定の成功 を収めているということができるだろう。そし

て,(限 定つ きではあるが)そ のような成功は,多 文化共生 という社会理念 を運動の訴えの中止に据えるな

かで,勝 ち取 られてきたものなのである.

マ イノリティの権利保障や承認 を求めて支配的 な社会構造の変革を迫 るアクターのひとつとして,社 会

運動 は重要である.多 文化共生 という理念が現在有 している可能性 と限界 を見定めるために,社 会運動に

よる多文化共生理念の運用の検討 は有意義であると言 えるだろう.AASOの 運 動において,誰 が,何 を問題

とするなかで,ど の ような視点か ら多文化共生 という理念を掲げてきたのか,そ して,AASOを め ぐる政治

的なコンテクス トのうえで この理念 はどの ような意義 をもって きたのか.AASOは 多文化共生 とい う理念

を掲げなが ら運動 を展開 し,限 定的ではあるものの,成 果を獲得 してきた.こ の ことをふ まえるならば,

同運動の展開を考察す ることは,多 様性の尊重が所与 とされつつある現時点 における,多 文化共生 という

理念が もつ可能性 と陥穽を検討することにつながるだろう.

2.社 会運動としてのアメラジアンスクールの展開

まずは,AASOの 運 動の展開を,1997年 か ら現在にいたるまで概観することにしたい.本 稿 に関係す る範

囲内で主要なで きごとを挙げるとすれば,ス クールの歴史は表1の ように まとめることができる.

表1AASO関 係 年表

年 月 出来事

1997 4

11

あるインターナショナル・スクールが産業廃棄物処理場跡地に建設されていることが問題化

保護者たちが環境調査を求めてインターナショナル・スクールや沖縄県と交渉

「アメラジアンの教育権を考える会」結成

1998 1

6

沖縄県に要請文「アメラジアンの教育権について」提出

AASO設 立

1999 1

9

宜野湾市で学籍回復の措置

宜野湾市が市内各小中学校長に民間の教育施設認可の通達

2000 5

7

政府がAASOへ の公的財政支援に向けた調整を開始

宜野湾市がAASOへ の公的財政支援の基本方針を発表

2001 4

6

日本語指導教師の県からの正式派遣開始

AASO関 係者による著書『アメラジアンスクール』出版

2003 4 新校舎へ移転

2004 7 NPO法 人格を取得

2005 9 多民族共生教育フォーラムに参加
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AASOの 運動は,97年4月,あ るインターナショナル ・ス クールが産業廃棄物処理場跡地 に建設 されてい

た事実が問題視 されたことを直接 の始点 としている.当 時,幾 人かのアメラジアンの子どもたちが当該の

施設に通っていた.施 設では以前か ら,異 臭 ガスの噴出,高 温になる壁や床など,異 常 な出来事が起 こっ

ていたが,施 設側か らも保護者か らも,大 きな問題 としては認識 されてこなかった.そ のなかで,産 業廃

棄物の不法投棄 により異臭被害やダイオキ シンによる健康被害を被っている人びとの様子 と,そ の異議申

し立ての状況を報 じるテ レビ番組をみた母親たちによって,イ ンターナシ ョナル ・スクールが産業廃棄物

処理場跡地に建設 されていることが問題視 される.そ の母親たちは,他 の保護者を も巻き込みなが ら当該

スクール側に対 して事実説明を要請 した.同 時 に,わ が子たちをインターナショナル ・スクールから退学

させた.イ ンターナショナル ・スクールを相手取 り,産 業廃棄物 による被害の解決を集合的に目指 したこ

の動 きを,AASOの 運 動の始 まりとして位置づけることができる(2).運 動 は当初,教 育権の保障 を訴える教

育運動 としてではな く,産 業廃棄物 をめ ぐる環境運動 として始まったということがで きるだろう.

だが,学 校側は保護者側の要求に耳を傾けず,施 設の安全性 を強調 した.沖 縄県に対 して地質検査実施

の申 し立ても行 うが,検 査実施後,県 は早々に安全宣言 を出す.し か し,い 、くら安全であると言われて も,

保護者らはわが子 を産業廃棄物処理場跡地に建てられた施設 に戻すことが心情的にで きなかった.

子 どもたちを退学 させた母親 たちはその後,地 元の公立学校に子 どもを通わせた り,別 のインターナシ

ョナル ・スクールに通わせ たりなど,各 人各様の方向を模索する.し かし,別 のインターナシ ョナル ・ス

クールにわが子 を転校 させ た母親たちのなかで,新 たな問題が立ち上がる.手 狭な校舎 といった施設の不

整備である、母親たちは,同 年11月,「 アメラジア ンの教育県を考える会」を結成 し,施 設の拡充 ・移転な

どを求めて行政や民間団体 に働 きかけ始めた.同 月20日,保 護者らは,宜 野湾市 に対 して施設の改善を訴

える趣意書を提 出する.環 境改善 を求める運動は,こ こで教育施設の改善を求める運動へ と転換 している.

続 けて98年1月22日,母 親たちは,今 度は沖縄県 に対 して要望書 「アメラジアンの教育権について」 を

提出する.し か しここでは,イ ンターナショナル ・スクールの施設の改善には言及 されていない.県 に要

求されているのは,日 本 ・米国両政府に対す る基地内学校の授業料の軽減要請お よび父母への補助金支給,

県立国際高校への 「国際児 クラス」の設置,英 語での公教育の実現など教育環境の改善,ア メラジア ンの

実態調査の4点 である.未 だに,多 文化共生 という理念は掲げ られていないが,ア メラジアンと教育権 と

いう2つ の言葉の使用が公的に確認で きるのは,こ の要望書が最初である.施 設改善 を求めていた運動は,

ここにおいて,ア メラジアンの教育権保障 を求める運動へ と転換 している といえるだろう.

しか し,母 親たちの訴えにもかかわらず、行政の対応は遅々 として進 まなかった.ア メラジアンの子 ど

もたちが学ぶ環境は変化 しなかったのである.そ こで98年6月,宜 野湾市伊佐 にある丁県立駐留軍従業員

等健康福祉センター」の会議室 を校舎 として,「 ダブルの教育」を実践するAASOを 母 親たちは設立 した.

設 立直後の98年9月,ス クールは校舎を移転する.ス ペースの狭 さ,子 どもの声に対する苦情など,同

一施設のなかでオフィス と教育施設が同居することに無理が生 じたためである.そ こでAASOは,県 有のオ

フィスビルの一角から,保 育園 として数年前 まで使用 されていた民間の賃貸住宅へ と引っ越す(与 那嶺

2001,78頁).

設 立後から2000年 の問にAASOの 運動が解決に乗 り出 した大 きなイシューは,2つ ある。学籍が失われて

いる一部のアメラジアンたちの学籍の回復 を求めること,そ して,AASOを 不 登校児の通 う民間の教育施設

として各学校長に認可 させ るこ と,そ のために,統 一見解の提出を県に求めることである,

前 者か ら確認 していこう。98年12月,一 母親たちは一部のアメラジアンの子 どもたちの学籍が喪失 してい

ることを発見する.学 校に実際 に通 っていようといまいと,義 務教育段階にある日本国籍 を所持 した子 ど

もは,ど こかの学校に学籍を有 してい るはずである.し かし,AASOに 通 うアメラジアンの一部は,保 護者

によって宜野湾市教委で就学義務の猶予 ・免除の処置が実行され,学 籍 を失 っていた.し か しその処置 は,

保護者 らに充分な説明がないまま進め られてお り,保 護者たちは就学義務の猶予 ・免除が 日本の教育制度

からの離脱を意味することについて、充分 に理解 していなかった.99年1月21日,母 親たちは市に対 して

学籍回復 を訴 える(野 入2001,127-129頁).学 籍 自体は,訴 えの直後の同月28日 に回復 された.

続 けて運動は,AASOを 民 間の教育施設 として位置づ けることを求めてい く.民 間の教育施設 とは,増 加

する不登校児童 ・生徒の数やフ リースクール運動の高揚 などを背景 として文部省(当 時)が1992年 に出 し
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た通知 「登校拒否児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談 ・指導 を受けている場合の指導要

録上の出欠の取扱いについて」 に基づいた,不 登校児童 ・生徒の子どもたちに適切な支援 ・指導 を行 って

いる施設のことである.民 間の教育施設認可 は,当 該児童 ・生徒の学籍が置かれた学校の校長の判断によ

って行 なわれ,認 可された施設への当該児童 ・生徒の出席 は,学 籍が置かれた学校への出席に代替可能 と

された.

一般的な不登校問題ではないAASOは
,こ の施策の意図に必ず しも沿った教育施設ではない.し か し,中

学校卒業の学歴を確実 なもの とするために,そ して,ス クールでの学びの履歴 を公的に残すことによって,

高 校進学の際に子 どもたちが不利にならないために,母 親たちは民間の教育施設認可 をめ ぐる運動 を展開

していった.結 果 として,99年9月21日,AASOの あ る宜野湾市が県内では初めて市内の小中学校長 に向け

て民間の教育施設の認可 を促進する通達 を行ない,以 後,他 市町村へ と同様の動 きが広が ってい くことと

なる.

このような措置の拡大によって,ア メラジアンの教育権保障は徐々に進み始めた.し か し,AASOの 運 営

は困難を極めていた。 ネックとなっていたのは財政問題である(こ れは,現 在 に至るまで同様 である).赤

字続 きの運営 を改善 し,ス クールの教育環境 をより整備するために,母 親たちは行政に対 して公的財政支

援の要請 を始める.2000年2月18日,県 に対する 「教育および福祉を受ける権利の実質的保障についての

陳情」の提 出,同 年3月25日,小 渕恵三内閣総理大臣(当 時)に 対す る 「アメラジアンの教育権の保障に

関する申し入れ書」 の提出などが行 われた。その上で,国 政の場では,ア メラジアン問題に関 して質問 を

受けた予算委員会 において青木幹夫内閣官房長官 ・沖縄開発庁長官(当 時)が,「 政府 として対応を早急 に

とりまとめたい」 と発言 し,関 係省庁に具体的方策の検討 を既 に指示 したことを明らかに した.

以 上の ような展開の結果,政 府は2000年5月,宜 野湾市 を窓口にした 「米軍基地所在市町村活性化特別

事業費」の活用によって,AASOの 運営費軽減を図ることを発表 した.そ れを受けて,宜 野湾市 は,・同年7

月 にAASOに 対 する公的財政支援の基本方針 を発表.AASOに 対 して県か ら日本語教師 を2名 派遣す るこ

と,AASOの 校舎 を新設す ることが確認 された。結果,2001年4月,日 本語指導教員の派遣が正式に開始さ

れる.校 舎の新設については建設地の選定が難航 したため遅れることとなるが,2003年4月,AASOは 新設

された宜野湾市立人材育成交流セ ンター 「めぶ き」の1階 フロアに移転する.

その上で、2001年6月`1日,AASO関 係者 によって著書が出版 される.『アメラジアンスクールー一一共生

の地平を沖縄か ら』(以下,『 スクール』)と 題 されたこの著作では,母 親や支援者 らによる体験談 を盛 り込

みなが ら,AASOの 運動展開やアメラジアンがこれ まで置かれてきた社会的状況,ア メラジアンの教育権保

障が実現 されるべ き論拠や,AASOに よる社会への問題提起 などが論 じられている.い わば,AASOの 公式

の歴史書であ り,理 論書であ り,マ ニュフェス トであると位置づけることがで きる ものである.編 者は照

本祥敬であ り,共 著者 としてセイヤー ・ミドリ,与 那嶺政江,野 入直美の名前が並ぶ.セ イヤー と与那嶺

は初期か ら運動を主導 してきた母親であ り,照 本 と野入はAASOを 支援 している大学の研究者である.著 書

の出版 されたこの時期,AASOは 自 らの主張 を社会に向けて展開できるだけの資源を手に入れたといえる

だろう.

続 けてAASOは,2004年7月8日,沖 縄県か らNPO法 人 の認証を受けてその組織 を改編する.ま た,2005

年9月 には神戸市で開催 された多民族共生教育 フォーラムに参加する.朝 鮮学校や韓国学校,中 華学校や

ブラジル人学校,イ ンターナシ ョナル ・スクールなどと共に,国 政に対 して少数者の教育権保障を求める

運動 を進めることになったのである.

3.ア メラジアンスクールにおける多文化共生理念の展開

3.1.基 地問題の解決を求めるAASOの 運動

AASOは 以上のような歴史的展開 を経て,現 在 も「ダブルの教育」とい う理念 を中心 に据えた教育 を実践

している.で は,多 文化共生理念は,ど の ように登場 し,AASOの 訴 えのなかに位置づけ られていっだのだ

ろうか.

前章で触れたように,AASOは 最初,産 廃処理場跡地をめ ぐる環境運動 として始 まり,次 に,イ ンターナ
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シ ョナル ・ス クールの物理的な環境改善 を求める運動 として展開されている.そ こでは,多 文化共生のみ

ならず,「 ダブルの教育」とい う教育理念 も登場 していない.そ こで主 として求められていたのは施設の拡

充であ り,社 会構造や教育 システムの改善 にまでその主張は延長 されていなか った.

で は,AASOの 主張 を,ア メラジア ンをめ ぐる問題の背景 にまで延長 させ た要因は何だったのだろうか.

こ こでは,98年1月 に県に提出された要望書,「 アメラジアンの教育権について」が重要である.先 にも触

れたように,ア メラジアンと教育権 とい う2つ の言葉の使用が公的 に確認できるのは,こ の要望書が最初

である.AASOの 運動は,こ の要望書の提出 を契機 として,ア メラジアンの教育権保障を求める運動へ と転

換 していることがわかるだろ う.

この転換 には,2人 の人物が:重要 なアクターとしてかかわっている.1人 目は,上 里和美である.歯 科

医かつ作家である彼女は,大 田昌秀が1990年 に沖縄県知事に初当選 した際に,副 知事候補 として知事に推

されたものの,議 会の不 同意により 「幻の副知事」 となった人物であるとされる(自 著 『アメラジアン』

の著者近影 より).ま た,政 治的には,反 基地の立場 をとってきた運動家で もある.上 里は,運 動 を進めて

きた母親 らと同 じインタ」ナ ショナル ・スクールに自らの子 どもを通わせていた.そ して,産 廃処理場跡

地の問題が持ち上がった際 には,他 の母親たちと同様,当 該スクールから子 どもを自主退学 させたが、そ

の後,運 動への参加要請を保護者たちか ら受け,以 後,
,.彼女 はAASOの 初期の運動 を支えることとなった

(上里1998,16頁).上 述 の要望書を直接執筆 したのは,こ の上里である.

そ して,要 望書 を執筆する上里に対 して助言 を行 ったのが,在 日外国人の権利保障をめ ぐるいくつかの

運動に参加 してきた,研 究者の田中宏である.当 時,.ヒ 里 と田中の間に面識 はなかったが,田 中の存在を

知 った上里が奇襲的に田中に連絡をとる.そ こで上里からアメラジア ンをめ ぐる状況を聞いた田中は,上

里 による要望書の執筆に助言を行った.そ こで行われた助言とは,憲 法や国際法,国 内法 といった各種法

令の なかか ら,ア メラジア ンの権利保障 につながる部分 を指摘 してい くこ とであ った とされ る(上 里

1998,198-200頁).

この ような2人 の人物が大 きくかかわ りなが ら作成された要望書のよ り詳細な内容は,次 のようなもの

である.要 望書 は、アメラジアンとは 「過去52年 の米軍基地の歴史」 という 「特殊な歴史的事情を持った

人たち」 であると定義す る.こ のような沖縄の歴史が,ア メラジアンをめ ぐる教育や福祉,国 籍の問題 を

生む社会的事情 を生み出 してきたとするのである.そ の上で,「戦後沖縄で生 まれた多 くのアメラジアンと.

その子孫 に対 し,歴 史的 ・同義的責任 を,政 府および行政が明確 に自覚 してもらいたい と思います」 とあ

るように,問 題解決の責任主体 として政府 ・行政を指名する.

同時に,「 アメラジアンは,人 種,国 籍で括 られないマ イノ リテ ィー」である とされる.世 界人権宣言26

条1～3項 では 「教育を受ける権利」が,国 際人権規約27条 では 「少数者集団の権利 として自己の文化の

享有 と自己の言語の使用」の権利が,子 どもの権利条約28条 では 「子どもの教育を受 ける権利」,30条 では

「少数者集団の人権」をそれぞれ保障す るように明記されていることが列挙 される.そ のような各種国際

法規 に加 えて,日 本国憲法や教育基本法 にも言及される.そ の上で要望書 は,「国籍,人 種で括 られないア

メラジアンの人権を保障するべ き」である とい う結論 を導いている.

しか し,以 上のような法的論拠があるに もかかわ らず沖縄のアメラジアンの人権 は現在の ところ保障さ

れていない,と 要望書は訴える.「 反基地感情の渦巻 く沖縄」では,ア メラジアンの子 どもたちには 「彼 ら

の受け継いだ半分を否定」するような眼差 しが向け られているが,そ の ような状況下では,ア メラジアン

の子 どもたちは 「人間としての尊厳」が傷つけ られるか らである(上 里1998,202-210頁).

以 上の ように、運動初期 のAASOの 主張は、上里 と田中のこれ までの個人的な主張が折衷 されながら(3)、

ア メラジアンの教育権保障と、ひとつの基地問題の解決 とい う2つ の 目的が抱 き合わ されるかたちで展開

されている.

3.2.多 文化共生社会の実現を求めるAASOの 運動

このように、AASOの 運 動は当初、多文化共生 を訴えるものではなかった。しか し、教育権保障の論理 と

基地問題の論理を領有 していたこの運動は再度転換する.そ れは,運 動の目的の、基地問題解決の文脈か

ら,多 文化共生社会の実現の文脈へ の移行である.
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民間の教育施設の認可獲得をめぐる運動が進められていた最中の99年3月5日,AASOは 有馬朗人文部
つ

大臣(当 時)に 「国際児のための教育環境整備に関する要望書」を提出 した.そ こでは、要望のひとつ と

して次のようなことが記 されている。

国際児の子 どもたちは,多 言語 ・多文化の生活背景 をもつ子 どもたちです.こ の子たちが,容 姿によ

る差別や 「い じめ」 にあ うことなく,学 ぶ喜びや友だちと交流することの楽 しさを実感できるような・

教育環境づ くりを,公 教育制度が担 うべ き重要 な課題 として位置づけ,学 校教育のなかに実現 させ て

いって ください.具 体的には,欧 米の多 くの国で取 り組 まれている多文化教育の導入,そ のための専

門的スタッフの配置,カ リキュラムや教材開発等についての予算措置を講ずるよう要請 します.

文 部省に提出 された この要望書 は,「多言語 ・多文化の生活背景 をもつ子 どもたち」が 「学ぶ喜びや友だ

ちと交流す ることの楽 しさを実感 できるような教育環境」へ と日本の学校教育を改編することを主張する

ものである.ま たここでは,そ のような教育環境 を構築 してい くための具体的なプログラムと して,多 文

化教育の導入 も求められている.行 政に対する要請文のなかで多文化教育 という概念の使用が確認 される

のはこれが最初である.

この ような議論の転換が果たされている理由のひとつは,運 動参加者の一部の入れ替わ りにある.反 基

地の論理を用いてアメラジアンの権利保障 を論理づけていた上里 は,1999年 ご ろから運動から退 く.そ の

上里と入れ替わるように してAASOを め ぐる議論 を展開 し始めたのが,研 究者である照本祥敬 と野入直美

である.

野入(1999)に よ るアメラジアンをめ ぐる問題 の解釈は,上 里の もの とは対照的であると言 ってよい.

野 入がその冒頭部で行 っているのは,基 地言説 にアメラジアンが過剰 に結 びつけられることへの批判であ

る.

確 かにアメラジア ンの存在は基地 と深 くかかわっているが,一 人ひとりの子 どもは,置 き捨てられた

石 ころの ような受動的な存在ではない.ま た,基 地が もた らす沖縄の不幸の象徴 として毎 日を暮 らし

ているわけで もない.ア メラジア ンの教育権は,彼 らがあ りのままの自分 を否定 されずに生 きてい く

ための,学 びの権利である.そ れが制度的に保障され充実 してい くことは,沖 縄,日 本社会が彼 らと

共に生 きる開かれた国際的な社会になれるのかを問 う,試 金石だと考 えられる.私 たちは,ど の よう

にその杜会をつ くってい くのかという課題 を投げかけ られている.(野 入1999,7頁)

野 入は,ア メラジアンと基地 とを問題認識の上で分離 しようとす る.そ して,分 離 した上でこの問題 ・

運動があ くまで も教育権に関するものであるこ とを示 し,「国際的な社会」形成への 「試金石」としてその

動向 を位置づ けているのである.野 入の この議論では,「基地がもた らす沖縄の不幸の象徴」か らアメラジ

アンを引き離 し,教 育問題 として位置づけ直すことが企図 されている と言えるだろう.

このように野入は,基 地問題か ら教育問題へ とアメラジアンをめぐる問題の解釈枠組みを転換 している

のであるが,そ の際同時に,ス クールが掲げる 「ダブルの教育」 とい う教育理念 ・実践が,多 文化教育の

理念 ・実践 と共鳴 していることも指摘 している.野 入によると,ス クールの教育運動 は 「マイノリテ ィの

子 どもたちの母語 ・アイデンテ ィテ ィ教育」を提供 してい くものであ り,ス クールでの実践は,「 カリキュ

ラムが充実すれば,沖 縄か ら発信 される多文化教育になる」可能性 を有するものである(野 入1999,9-

11頁).

また 、照本(1999)は,「 『問題』の起点 として,や は り米軍基地の存在 を指摘せ ざるをえないだろう」

と述べる ものの(17-18頁),上 里 の ように基地問題の文脈の上でのみ主張 を展開せず,議 論の筋 をもう1

本用意 している.そ れが,多 文化共生社会の実現 とい う主張である.照 本は,日 本人を育てることを目的

としている教育行政には単一民族幻想が残存 していることを指摘 した上で,「 『公』教育=『 国民教育』の

実相 は,国 内のマジ ョリテ ィ ・グループのための 『民族教育」ではなかったのか,と いった視角か らの問

い直 し」と してマイノリテ ィ ・グループの教育運動 を捉える。AASOの 教育運動 も,熊 本 にとっては 「公」
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教 育 を問い直す動 きのひとつである.「 多文化社会における 〈共生 〉を可能にする制度空間をどの ようにデ

ザインして くか」 という課題 を日本社会および日本の教育に課す動 きのひとつ として,ス クールの運動 は

位置づけられているのである(照 本1999,20頁).

上 里 と照本 ・野入の議論の違いは,ア メラジア ンをめ ぐる問題の解釈枠組みの違いに見出す ことができ

る. .上里 は,問 題の基底に基地問題を見出 し,そ の枠内で議論 を進める.他 方で野入は,ア メラジアン問

題 と基地問題 とを切 り離 し,多 文化教育 とい うフレームのなかで議論を展開する.照 本は,ア メラジアン

問題 と基地問題のつなが りに言及 しつつ も,基 地問題をあ くまで もコンテクス トの位置に据え置 き,主 要

な議論は多文化共生社会 とい う枠内で行 う.こ の ように,AASOの 運 動を理論的に補完するアクターが変化

するなかで,多 文化共生の理念はAASOの 主 張のなかに登場 し,位 置づけられるにいたった.

ただ し,多 文化共生理念への転換 は,研 究者 によって一方的に行われた ものではない.ア メラジアンの

母親たちもまた,そ の転換 を望んでいた.な ぜ ならば,母 親たちはわが子を基地の文脈で読み解かれるこ

とに対 して,否 定的な感情 をもっていたためである(照 本2002,181-182頁).セ イヤー(2001)は,「 掲

載 される新聞記事 に 『い じめ』『母子家庭』『無国籍皇『米軍基地皇などとネガテ ィブな言葉が並ぶたびに,

沖縄社会か らの 『基地の落 とし子』 としての視線がとて も嫌だった」 と 「当事者の母親の思い」 を代表 し

て述べている(セ イヤー2001,109頁)。 研究者 による基地問題か ら教育問題への転換,多 文化共生 という

解釈枠組みの採用 は,基 地の文脈の上で子 どもたちを理解 されることに対す る,母 親たちの拒否感 との共

鳴のなかで進め られたのである.

3.3.政 治 の場 面で の受 容

AASOの 運 動は、2000年 前後 に多文化共生 という理念 にもとついた主張を展 開 し始め、,現 在 に至 ってい

る。ではその主張 は,政 治や行政の場で どの ように受容 されているのだろうか.

まず,教 育権保障 と基地問題の解決という2つ の文脈 の上でAASOの 主 張が展開されていた時期につい、

てみてみよう.98年1月 に沖縄県に要望書 「アメラジアンの教育権 について」 を提 出 した後,県 議会では

アメラジアン問題 について議論 された.同 年3月2日 に開かれた県議会(定 例会)の 一般質問において,

新垣米子県議会議員(共 産党 ・当時)は 「アメラジアンの教育権の問題 について」の質問を行 っている.

質 問は,「同 じ沖縄の女性 として,米 軍基地と共存 させ られて きた沖縄のもう一つの女性の歴史を突 きつけ

られた思いが しま した.沖 縄県民が共有 して きたこの問題 を,県 民から負託 を受けた県議会 と沖縄の基地

問題の解決を県政の第一の柱 として責務 を負っている県政が力 を合わせて解決 しなければならない問題 だ

と痛感 したしました」 という新垣議 員の感想から始 まっている.し か 賦 当議員にとって,ア メラジアン

の教育権 をめ ぐる問題が基地問題 というフレームの中で解釈 されていることがわかるであろ う.上 里の議

論 とこの議員の質問の問では,ア メラジアンの教育権問題の背景に米軍基地の存在が読み取 られ,問 題の

解決主体 として,基 地問題の延長線上 に浮かび上がる県議会ならびに県政が指名される,と いう論理的な

流れが共有 されているのである.

国政の場で も同様である.民 間の教育施設の認可獲得をめ ざして運動が展開 されていた最中,99年3月

9日 の参議院文教 ・科学委員会において,松 あきら参院議員(公 明党 ・当時)が 有馬朗人文部科学大臣(当

時)と 辻村哲夫文部省初等中等教育局長 く当時)に 対 し,「アメラジア ン問題 について」の質問を行ってい

る.質 問は,「沖縄 にもう一つの沖縄問題があるというふ うに言われてお ります.そ れはアメラジア ンと呼

ばれてお ります子供たちのことで ございます.こ れは主に米軍人 と地元の女性 との問に生まれた子供たち

で ございます」 との導入か ら始ま り,ア メラジアンの実態調査の実施やAASOの 法的位置づけ等が問われ

た.ア メラジアン問題は 「もう一つの沖縄問題」である とい う位置づけ,つ まりは基地問題の一環 という

文脈が,こ こで も採用されていることがわかる.

ただ し,国 会での議論が行われていたこの時期、既にAASOの 運動は,ア メラジアン問題は多様な存在を

受け入れる教育環境の実現を提起する問題で もあると して,そ の訴 えを定式化 し始めていることに留意さ

れなければならない.先 述の,99年3月 に文部大臣に手渡 された要望書では,ア メラジアンの子 どもたち

が 「多言語 ・多文化の生活背景をもつ子 どもたち」 であること.そ して,そ の ような子 どもたちが差別や

い じめに会わない学校環境の整備 を行政が実現するために,多 文化教育の導入等 を実施することが要請さ
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れていた.し か し,確 認 されたように,多 文化の尊重 を求める訴 えは、政治の場面ではほとんど顧 みられ

ていない。他方で、基地問題 という文脈は全 く機能 しな くなったわけではな く、残存 している.

この ようなね じれた構図は,以 後,AASOが 多 文化共生の論理 を主張のなかに更 に組み込みなが ら,公 的

財政支援の実施 を要求 してい くなかで も引 き続 き確認で きる.2000年3月29日 の宜野湾市議会定例会では,

大城政利議員(公 明党 ・当時)が 比嘉盛光市長(当 時)に 対 して,AASOへ の公的財政支援 に関す る質問を

行 っている.そ こでは,当 該議員による 「いま要望の中で基地あるがゆえのこの問題だという位置づけ も

あ りますので,基 地の交付金等活用する中で,例 えば学校 をつ くるとか,あ るいは用地 を確保する とか,

こ うい うことをぜ ひお願い したい と思い ます」 との質問に対 し,市 長の 「やはり基地あるがゆえに派生す

る大 きな社会問題 でござい ますので,せ めて学校,施 設 その ものについては,教 育をなす上の基本施設で

ござい ますので,そ の面 に対する補助がで きないかどうかを含め まして,学 校が所在する市長 として強力

に要請 して まいりたい と思ってお ります」 との答弁がなされている.

ここにあるように,議 員 らはアメラジアンをめ ぐる問題 を「基地あるがゆえの問題」として捉えている.

た だ し,ス クールの運動は公的財政支援の要求のなかで,「基地あるがゆえのこの問題」という位置づけを

アメラジアン問題に与えていない.む しろ,距 離 をとっているともいえる.「基地あるがゆえの問題」とい

う解釈は,AASOの 運 動の主張内容とは別 に,こ の問題の行政的 な解決が模索 される過程で選択 されている

のである.

ここからは,政 治の議論の場では,基 地問題の解決 という文脈は受け入れられやすい論理の型であるこ

とがわかるだろう.政 治的決定のすべ てには何 らかの公共性が求められるが,基 地対策 と呼ばれるような

一連の行政対応 には
,既 に公共性が認められ,法 令や予算 といったかたちで制度化 も行われている.AASO

へ の財政支援 に関する措置は、'この既存の公共性の論理を反復することで実施 されたのである.

3.4.AASOの 運 動 の現 在

AASOは 運 動の展開のなかで公的財政支援 を獲得するなどして,教 育環境の整備を実現 して きた.し か

し,財 政面 を中心に して,ア メラジア ンの教育権保障 をめ ぐる問題 は未 だ充分に解決 されるには至ってい

ない.

その ようなAASOは,NPO法 人格の取得 と共に,2005年9月,多 民族共生教育 フォーラムへの参加を行

っている.1995年 の阪神淡路大震災 を契機に兵庫県内の外国人学校 ・民族学校が集 まってつ くられた兵庫

県外国人学校協議会を母体 とするこの組織は,2005年 に結成 され,朝 鮮学校や韓国学校,中 華学校やブラ

ジル人学校な どの外国人学校 ・民族学校が参加 している.第1回 目の フォーラムは兵庫県神戸市で行われ

たが,そ の 「呼びかけ」には,同 組織の目的が,「 私たちは,多 民族 ・多文化共生社会 を実現するために,

全 国の外国人学校 ・民族学校が一堂に集 まって各学校 に抱 えている問題 を持 ち寄 り,相 互に他の学校の経

験か ら学びつつ,共 通の問題について協力 して取 り組み,ま た 『外国人 ・民族的少数者』の子 どもたちの

教育権 を保障する よう,日 本社会に訴 えていきます」(多民族共生教育 フォーラム2005実 行委員会,2-3

頁)と ある.当 組織が,多 民族 ・多文化共生社会の実現のために,各 教育施設の連携 と,社 会への問題提

起 を行 うことを目的としていることがわかるだろう.AASOは,全 国的に展開される運動へ と自らを位置づ

けることで,基 地問題 とい う沖縄 に根強い政治的文脈から距離 をとり,多 文化共生の文脈に即 した運動へ

の転換 をより進めているのである.

また,AASOを 支 援す る研究者 による議論は,多 文化共生の議論 をより深化 させ る方向に進んでいる.同

様 に確認することがで きる.野 入(2006)は,「 沖縄の公立学校におけるアメラジアンの学びの導入に向け

て」 と題する論文のなかで,公 立学校 におけるアメラジアンのワークシ ョップの実践 を題材 にしながら,

多文化共生教育のあ り方を模索 している.そ こで野入は,〈違い〉の尊重 を意図 した多文化共生をめ ざす学

びが,し ば しば,〈違い〉を固定化するという意味で問題があることを指摘 している.ア メラジアンとい う

存在は一元的 には捉えられず多様であるが,「 英語ぺ らぺ らでカ ッコいいね」というような形で 〈違い〉を

強調 し,固 定化す る学 びでは,ア メラジアンの内部 に英語能力に もとつ く序列化 を持 ち込 むことを帰結す

る とするのである(31頁)。 このように論 じる野入は,男 女の違いの脱構築を志向するワークショップを参

照 した上で,「アメラジアンの共生 をめ ざす教育,さ らに日本 における多文化共生のための教育は,学 べる
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こ とがた くさんあるように思われる」 と述べ る.そ こか ら見出 される学びの方向性 は,「 〈違い 〉も 〈重な

り〉も,最 初からあるものではなく,.振 幅を'もって揺れ動 くこと,と きに意図的に,さ まざまな権力関係

の中で作 られるもの として見てい く必要がある」といった ものである(33頁).ア メラジアンをめ ぐる問題

の考察をとお して多文化共生をめ ざす学 びがいかに豊かに設計 できるのか.野 入の議論 は,学 校 における

具体的な学びの実践へ と拡張 されているといえるだろう.

4.考 察

本稿は,社 会運動 に焦点 をあて,多 文化共生 という理念がいかに運用 されているか を分析することを主

題としている..AASOの 運動 において, .誰が,何 を問題 とするなかで,ど のような視点から多文化共生とい

う理念を提唱 してきたのか,そ して,こ の言葉がAASOを め ぐる政治的なコンテクス トのうえで どの ような

意義 をもっていたのかを明らかにすることを試みてきた.

以 上の議論から指摘で きるのは,以 下の ような点である.

まず,多 文化共生 とい う理念 は社会運動にとって,選 択の対象である とい うことが押 さえられなければ

な らない.AASOσ 〉運動 は,反 基地をめ ぐる運動 としての自己定義 を経て,多 文化共生 を主張す るものへ と

転換 してきた.転 換 の際に,基 地問題の文脈 に自らの運動を埋め込むことは,運 動参加者 によって積極的

に退けられている.そ の意味で,多 文化共生という理念は他の諸理念 との緊張関係のなかに位置づけられ

ているといえるだろ う.

では,緊 張関係 にある諸理念のなかで,な ぜ反基地は否定 され,多 文化共生が選択 されたのか.そ の選

択の際に作用 している要素はなにか.そ こで注目され るのは,AASOの 運動展開のなかで,基 地問題への接

続は母親 によって忌避 されて きた,と いう点である.上 里によって採用 されたアメラジアン問題=基 地問

題という論理は,ア メリカによ「る直接統治,日 本による米軍基地の押 し付 けとい う沖縄の戦後史の被害者

にアメラジアンを位置づけることで,問 題解決の責任者 として 日本政府や県を指名することを可能にする

ものであった.こ れは,加 害者 一被害者の図式 を明確にする点に,運 動 の戦略上の利点があったと言える.

しか し,先 にも引用 したが,「 掲載 される新聞記事 に 『い じめ』『母子家庭』『無国編 『米軍基地』などと

ネガテ ィブな言葉が並ぶたびに,沖 縄社会からの 『基地の落とし子』 としての視線が とても嫌だった」 と

セイヤーが述べ るように,母 親たちの感情は,ア メラジアン;わ が子が基地被害者 として理解 されること,

加害者一被害者の図式のなかにわが子が位置づけられることと親和 的ではない.対 して多文化共生理念は,

多様 な文化的背景 をもつ存在 と共に生 きるという字義 どお りの意味である限 りにおいて,加 害者一被害者

とい うタテの構 図ではな く,文 化的存在 一文化的存在 というヨゴの図式のなかにアメラジアンを位置づけ

るという点で,母 親たちの忌避感情 に抵触す るものではない.AASOの 運動展開のなかで母親 と研究者らの

共鳴 によって多文化共生理念が採用された理由は,以 上のように跡付けることがで きる.

こ こでは,わ が子 の現状 を,劣 性の レッテルを帯びた病ではな く,教 育への権利 に基づいた選択のひと

つであるとした不登校運動 との類似性を指摘することがで きるだろ う.こ の意味では,わ が子 を被害者に

位置づけることの忌避は,教 育運動 にある程度見 られることである と言えるかもしれない.近 年の社会運

動全般に共通する傾向で もあるが,教 育 をめ ぐる現在の多 くの運動は,市 民や保護者 を中心に行われてい

る(乾1996,中 西1996,中 西 ・乾1997).そ の ことを踏 まえるならば,教 育運動における多文化共生理念

の採用は,わ が子 を被害者に位置づ けることを忌避する感情 を理由 としなが ら一般化 してい くと考えられ

るだろう.

本 論の議論から言えることとして,次 に,.多 文化共生理念の運動戦略上の効果の限界 と可能性がある.

AASOの 運 動は,そ の初期にはひとつの基地問題の解決を訴えていたものの,次 第にその主張のフレーム

は,多 文化共生社会の実現へ と転換 していった.し か し,AASOの 主張が議会等 でどのように受容されたか

を確認 した際に明 らかになったように,公 共性の認定を行 う政治場面では,多 文化共生の論理は採用され

ず,基 地問題解決の論理 の上でアメラジアンの教育権保障は解釈 されていた.こ れはひ とえに,多 文化共

生という理念が,実 際の政治過程において公共性の根拠 とな りえない現状 を示 している.運 動が多文化共

生社会の実現 を訴えている一方で,行 政 による実際の制度運用や資源の分配は基地の論理のなかで進めら
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れているめである.

こ こで危惧 されるのは,冒 頭で引用 したモーリズ;ス ズキが指摘す るように,多 文化共生理念を掲 げな

がら進められる社会運動が,結 果的に既存の社会構造の再生産に順接的に機能 して しまう可能性 である.

本論の事例で言えば,多 文化共生 とい う言葉を表面的に伴 いながら,基 地負担と補助金投下の抱 き合わせ

という形の既存の沖縄 と日本の関係が再生産 される可能性が,指 摘することがで きるか もしれない.

しか し,本 論の最後で確認 されたように,AASOは 他 の民族学校や インターナショナル ・スクール等 とネ

ットワークを結びながら,多 民族 ・多文化共生社会の実現を国政 に訴 える運動 を展 開し始めている.ま た,

野 入の議論が示 していたように,多 文化共生理念にもとついた学 びの創造 も進展 しつつある,確 かに,多

文化共生 という理念は現状では脆弱であ り,既 存の行政処理過程 に変化を与えるほどの影響力 をもたない

か もしれない.し か し,そ の脆弱 さのなかで,多 文化共生の理念 を実践面で より豊饒化させようとい う人

びとのつなが りや創造性が,境 界 を越 えるかたちで新たに生起 しているといえるのではないか.

今 後は,他 の社会運動 との比較研究 を進めてい くと共 に,特 に教育運動が提唱 している多文化共生理念

が,教 育実践の場面において教職員やスタッフに どの ように受容 され,実 践に転換 されているかについて,

考察 してい くことが求められるだろう.

【注1

(1)沖 縄 は,数 多くのアメラジアンが生まれている地域のひとつである.1999年6月,沖 縄県教育委員会は「外国人

の子弟及び重国籍児の就学状況に関する実態調査」の中で,日 本人と外国人の間に生まれた学齢期の 「外国人

の子弟及び重国籍児等」を,当 時で,小 学生600人,中 学生116入,計716人 としている.し かし,野 入(2000)

が幼稚園から高校までのアメラジアンの子どもの数は約3,900人 であると推定するなど(215-216頁),こ の調

査結果には疑問 も投げかけられている.

② 道場 ・成(2004)に よると,「社会運動とは,① 複数の人びとが集合的に,② 社会のある側面を変革:するために,

③組織的に取り組み,そ の結果④敵手 ・競合者と多様な社会的な相互作用を展開する非制度的な手段をも用い

る行為である」(4頁).環 境被害を訴えた当時のAASOの 動 きは,組 織的であったかどうかは定かではないが,

他の3つ の条件はおおむね満たしている.社 会運動の初期の形態として把握することができるだろう.

(3)上 里の個人的な主張については,『 アメラジアン』という自著も参照(上 里・ユ998).上 里 によるこの著書は,

「アメラジアンは,「基地沖縄」の矛盾の象徴である./ア メラジアンは,軍 事戦略の歴史と歩みを共にする./

ア メラジアンは,遺 伝子の語る物語である./ア メラジアンは,朝 鮮半島に,ベ トナムに,フ ィリピンに,タ

イ,そ して日本に生まれた」という自作の詩で始まる(上 里1998,1頁).
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DevelopmentofmulticulturalisminaOarticularsocialmovement:

Casestudiesofthe.AmerAsianSchoolinOkinawa

HIGAYasunori

Withatendencytoward .increaseanddomiciliationoftheso-called"NewComer,"thelssue

regardingtherectificationofthe.manyexistingsystemsisbeingraisedatpresent.Further,

multiculturalismhas.becomeoneofthekeyconceptsinthereconsideration.However,multicul-

turalismcansupportthereproductionoftheexistingsocialstructure.Theref6re,inthisreport,

IanalyzethedevelopmentofmulticulturalismintheAmerAsianSchoolinOkinawaasasocial

movementandreceptioninapoliticalcohtext.ApurposeOfthis3nalysisistounderstandthe

complicatedpresentconditionsrelatedtomulticulturalism.

Theresultsfromtheanalysisclarifythef6110wingpoints.Atfirst,multiculturalism.isanob-

jectofchoicewithothermanyideas.Further,thesymboLrepresenting"mother"canbecome

theoneofthe61ementsdeterminingthischoice.Inaddition,themulticulturalisnldoesnothave

in且uencetoglvedominantpublicityachangef6rthepresent.Theref6re,asaresult,themul-

ticulturalismmaycontributetothereproductionoftheexistingsocialstructure.However,a

connectionandtheoriginalityofpeopleaimingatmakingmulticulturalismfertilityarebrought

aboutacrosstheborder.

●

o


